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 只今ご紹介頂きました防衛大臣を拝命致し

ました久間でございます。この伝統ある日本

記者クラブの皆様方にお招き頂き、こうして

お話をする機会を与えて頂きまして大変あり

がとうございます。色々な話をと思っており

ますが、専門家の皆様でございますから敢え

て言う必要はないのかもしれませんけれども、

防衛庁が省に移行致しましたこの経緯につい

ても一言話をさせて頂きたいと思います。 

 防衛庁は、ご承知のとおり昭和２９年に発

足したわけでございますけれども、自衛隊を

管理する、或いは自衛隊の装備品を調達して

それを管理するような、管理色の強い組織と

して防衛庁が設置されたわけであります。内

閣府の外局として置かれまして、国務大臣を

もって防衛庁長官を充てるということにはな

っておりましたけれども、組織としては内閣

府の外局として位置付けられました。 

 国務大臣はご存知のとおり閣議請議を誰し

も行なうことができるわけですけれども、組

織の長としての立場では閣議請議を行なった

り、予算要求をすることはできないわけであ

りまして、組織としては内閣府でございます

から、そのトップである内閣総理大臣が閣議

請議を行なう、或いはまた予算要求を財務大

臣に対しては内閣府トップとしての内閣総理

大臣が行なうという仕組みになっていたわけ

でございます。 

 防衛庁は最初は、自衛隊がとにかく抑止力

として日本にあることがよいのだというよう

なことでございましたけれども、やはり発足

致しますと、その自衛隊をどのように有効に

使っていったらよいのか、国の平和と独立を

守っていくためには、どのように機能させた

らよいのか、それはどうしても、どういう政

策を取るかということとの関係が非常に深い

わけでございますから、一日も早く政策官庁

として位置付けるべきではないかと、世界各

国をみても、ただ単に管理組織としてのよう

な組織はないではないかというようなことか

ら、盛んに防衛庁をやはり省にすべきである

という意見が強く出されて参りました。 

 しかし、誕生そのものの経緯からして、な

かなか声としては大きくならず、昭和３９年

に当時の池田内閣の時に初めて、やはり防衛

庁は省にすべきであるということで、政府と

して法案を出すということで閣議決定を行な

ったわけであります。しかしながら、国会の

状況やその他の状況から、それは無理だとい

うことで、閣議決定はしましたものの国会へ

の提出がされませんでした。その後、色々な

紆余曲折がございましたが、自衛隊が海外に

も出て行くような国際平和協力業務として、

例えばカンボジアに行くとか、今日でも行っ

ていますようにゴラン高原に行く等、色々な

形での国際平和協力業務として出かけて行く

ということもございます。外国との防衛交流

等も始まって参りますと、外国に行って名刺

を出す度に防衛庁というのはＡＧＥＮＣＹと

いう表現になりますので、この人はＡＧＥＮＣ

Ｙの職員ならば局長であっても次官であって

も、果たしてどれだけの責任と権限があるの

かという目で見られるわけでありまして、ま

ずは他所のＭＩＮＩＳＴＲＹと同じなのです

よと理解してもらうことからスタートしなけ

ればなりませんから、大変そういう意味では

肩身の狭い思いがしていたわけでございます。 

 そういうことで防衛庁・自衛隊員もそうで

すし、国民の皆様方、またＯＢの皆様方も早

く防衛庁を省にすべきであるという意見が強

く高まって参りました。私は、１０年前に橋

本内閣で防衛庁長官に任命されました時にも、

やはりそのような動きがございまして、その

当時、民間の有識者を入れて作られました行

政改革会議だったと思いますけれども、防衛

庁は省にすべきだという提言を平成９年に行

なおうとしたわけでございます。しかし、橋

本内閣の当時は、確か野中さんが官房長官だ

ったと思いますけれども、中国から要人が来

る等、色々なこともございまして、そして私

自身が就任しました時にアメリカとのガイド

ラインを取り決める、或いはその取り決めに

基づいて周辺事態法を準備する、周辺事態法

では台湾海峡が含まれるか含まれないか、そ

のようなことを議論するというような雰囲気
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でございましたから、あまり一緒に色々なこ

とをやったら、どうも日本が右へ傾いている

ような印象を与えるのではないかという配慮

があったのだろうと思います。私には具体的

なことを橋本総理は仰いませんでしたけれど

も、今回は防衛庁の省への移行は出さないと

いう判断をされたわけでございます。 

 私は当時、防衛庁長官として委員会で質問

されて、防衛庁長官としての立場から申せば

やはりこれまで行なっている状況からみると

実質的には省と同じように政策官庁として独

り立ちしているわけだから、早く省にしても

らいたいという気持ちはありますが、そこは

内閣として総合判断をするわけでありますか

ら内閣総理大臣がこの際は法律は出さないと

仰られますと、そのようなことでご理解頂き

ますと答弁をしたのが昨日のように思われま

す。その当時は閣議決定もしませんでしたし、

国会にも勿論出さなかったわけでございます

し、政府だけではなくて党の方でも実現しま

せんでした。 

 しかしながら、その後、公明党と保守党と

自民党が一緒になって３党合意をしました時

に、やはりこれは出すべきではないかという

ような意見が保守党から強く出されたわけで

あります。自民党、公明党はその当時まだそ

れに乗るだけの意見の一致をみておりません

でしたので、平成１３年だったと思いますけ

れども６月に保守党だけでその法案を提出致

しました。しかし、保守党だけでは国会に提

出するには衆議院、参議院それぞれで、どち

らに出してもよいのですけれども、出す時に

３０名の賛同者がないといけませんから、３０

人揃わないので歴代の防衛庁長官を経験した

私や瓦さん、愛知さんもだったと思いますけ

れども、７名位が賛成をして一緒に名前を連

ねて、議員立法で国会へ出そうとしたわけで

あります。 

 議員立法で国会に出すということは簡単な

ように思われますけれども、実を言いますと、

党で議員立法に賛成して出そうとする場合に

は自民党なら総務会で了承を得なければなら

ないわけであります。私はその当時、保守党

の野田さんから頼まれまして、賛同者になっ

てくれと言われたので、当時、山崎拓さんが

幹事長だったと思いますけれども、総務会に

諮ってもらいたいということでお願いを致し

まして私以下７名が賛同者になるということ

について諮る。その代わり、自民党としては

賛同者になることを了承したのであって、党

としてこの法案を了承するわけではないとい

う確認付きで保守党から出されたところであ

りました。しかしながら、その後国会へ出し

ましたものの本会議で取り上げられず、議員

立法のままずっと継続審議となっておりまし

たが、前回の衆議院の解散で廃案になってし

まったわけであります。 

 その後どうするかということで色々議論さ

れましたが、私はその時総務会長でございま

して、やはり防衛庁を省にする時期に来てい

るのだと。しかし、これをやるなら議員立法

でなくて政府としてきちんと閣法で出すべき

であると。やはり政府の組織を議員立法で作

るというのはおかしいのだと。やはり政府に

言って、政府でやるべきだということで、党

としてはそのような判断をしたところでござ

いまして、公明党さんもそれを盛んに言われ

まして、そしてこれは閣法で出してもらおう

ということで公明党と自民党で意見が一致し

たわけであります。それを受けて党の方では、

保守党でかつて出した案を基本にしながら、

防衛庁を省にするという法案をまとめまして、

そして小泉内閣の終わりに時間がございませ

んでしたけれども、額賀前防衛庁長官の下で

国会へ出されたところでございました。 

 しかしながら、その後すぐに臨時国会が終

わりまして、国会での審議は行われていませ

んでした。安倍内閣がスタートして、私自身

まさか自分が防衛庁長官になるとは思ってい

ませんでしたけれども、この問題をやってく

れと、防衛庁長官をやってくれということで

依頼を受けまして、防衛庁長官に就任しまし

たので、図らずも１０年前に就任した私が、

その当時話題になって日の目を見なかったこ
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の法案を今度の臨時国会で取り上げることに

なって、本会議で趣旨説明をさせて頂いて、

法案審議に加わり、そして先般、１２月１５日

国会の最終日にやっと成立したということで

ございます。そういった点では、大変感慨深

いものを感じたところでありました。 

 しかし、振り返ってみますと、この１０年

間の動きというのは、随分変わったと思いま

す。私自身が防衛庁長官を辞めた後、今度は

自民党の安保調査会長として、或いはイラク

特やテロ特の筆頭理事として、委員長は委員

長としておりますけれども、筆頭理事が野党

の筆頭理事と協議するわけでございまして、

その当時は前原さんや岡田さんやそういった

方々と色々と本音で探り合いながら手掛けて

参りまして、国際平和協力業務等についても

かなり展開をして参りました。或いはまた、

国際平和協力業務等に従事する時に武器の使

用をどれくらい緩めなければならないのか等、

そういったことについても深く関わって参り

ました。 

 かつて私が防衛庁長官であった時にも、少し

ずつ変えて参りましたけれども、昔は個人個人

が自分の判断で武器を使用するというように、

そういったことが一番正しいことだとなって

おりましたが、そうしたことをすると混乱を引

き起こして、かえって収拾のつかないことに

なり得るので、やはり部隊である以上は、部

隊の司令官の下に武器を使用することの方が

より効率的であるということから、武器の使

用についても上官の命によって行うのを原則

とするということに変えて参りました。 

 また、自分自身だけではなくて自分がその

現場において、自分の管理下に入った人の生

命・財産を守るのもやはり仕事であるという

ことから、管理下の人に対する防御について

も、武器の使用は認めてよいのではないか、

或いはまた武器等防護の規定によって、艦船

に邦人救出などで移動させている時に攻撃さ

れた場合は反撃できる等、大部緩めて参った

ところでございましたが、そういったものに

長く携わってきましたが、いずれの法案につ

いても殆どの皆さん方からの賛成を得ながら

解決することができました。 

 これは国の安全の問題、国だけではなくて

国民の生命・財産を守ることが、如何に大事

かということが、広く国民の皆さん方に理解

を得られた結果ではなかったかと思いまして、

この１０年間を振り返りますと周辺事態法も

できましたし、いわゆる有事法制もできて、

国民保護法制も完備致しました。そうした背

景があったればこそ、防衛庁が省に移行する

ことについても、何ら抵抗もなく、今のよう

に衆議院と参議院とで９割の賛成を得て法案

が成立したということは、大変意義深いと同

時に世論としてもそこまでを認めるような、

そういう雰囲気になっていたのだと思ってお

ります。 

 ただ委員会の審議等を通じて、或いはそれ

以外の様々な世論調査などを通じて感じまし

たことは、意外とまだ皆さん方がそういうよ

うな防衛庁が省になるメリット、デメリット、

特にデメリットがあるかのような錯覚を持っ

ていることも知りましたので、審議を通じて

随分と説明をしたつもりでございますが、ま

だまだ充分ではないかもしれませんので、ど

うか一つ日本記者クラブの皆さん方を始めと

して、プレスの皆さんにお伝えして頂きたい

のですが、防衛庁が省になりますと、軍事大

国になるのではないかとか、軍拡に繋がって

いくのではないかとか、軍事予算が増大する

のではないかとか、ひどい方にはこれで徴兵

制度が始まるのではないかとか、そういうよ

うなことまで考えられる皆さんがおられるわ

けであります。 

 しかしながら、防衛庁が防衛省になりまし

ても、自衛隊の装備品等についてはこれまた

防衛大綱ということで、そして５年毎の中期

防衛力整備計画によって、きちんと閣議決定

をして、しかも各年度の予算は国会に提出を

して、予算の中で現在の財政再建の枠もかぶ

さりながら、その中で実行されていくわけで

すから、そういった軍事大国になるだとか、

軍事予算が増えるとか、そうしたご懸念には
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及ばないわけであります。それとまた、徴兵

制に至っては、これはもう憲法で納税の義務

はありますが、兵役の義務はないわけでござ

いますし、職業選択の自由もきちんとあるわ

けでございますから、現在の憲法のままでい

きますと、そういうような法制度を作ること

自体ができないわけでございますから、そう

した心配はないわけですけれども、非常にそ

うした話がございますので、今までも説明し

て参りましたが、どうかこの機会に皆さん方

からも強く正確なところをお伝えして頂けれ

ば、大変ありがたいと思うわけであります。 

 その時に今度は自衛隊法の一部改正も併せ

て行いまして、国際平和協力業務というのを

今までのような自衛隊の雑則として、その他

という形で置いておくのではなくて、やはり

これは災害派遣と同じくらいのレベルに、本

来任務として位置付けるべきではないかとい

うのが、自民党と公明党との協議の中で出て

参りました。やはり国の平和と安全を守って

いくというのには、勿論しっかりした防衛力

を整備するというのは大事ですけれども、そ

れと同時に国際平和という環境を如何に上手

に作っていくか、そのためには世界各国とど

うやって連携を図っていくのかというのが大

事でございまして、世界各国が国際平和のた

めに、これはやらなければならないというこ

とで、国連等が決議をしたり、或いは国連等

が決めなくても大多数の国が災害派遣等で行

く時には、日本もいち早く出て行くというこ

とで、国際緊急援助隊とか、色々な形で国際

平和協力業務を行っていくこと自体が、そう

いった環境作りに貢献するというようなこと

を考えますと、日本ももう少し、その他の雑

則で端の方に置いておくのではなくて、本来

任務として位置付けることが大事ではないか

という、そういった意見が出て参りまして、

防衛庁を省に移行するこの法案とそれもやる

べきであるということで、国際平和協力業務

というものも本来任務として位置付けたとこ

ろでございます。 

 国際平和協力業務を本来任務にする以上は、

今まではそうした要請があった時に改めて募

集をかけて、そして調査チームを派遣して、

その結果行きましょうとか、やめましょうと

かいうことをするのではなくて、そういった

今まで行った人達の経験を集めておいて、ど

ういう箇所が問題なのか、ＮＰＯやＮＧＯと

どういった連携を図っていったら、より効果

的なのか等、そういうことについて、日頃か

らの経験・知識を蓄えながら生かしていく必

要がある。そのための教育隊というのを作る

必要があるのではないか、或いは出て行かな

ければならないという時に、慌てて部隊編成

をして、調査隊を作るのではなくて、そうし

た事態があればすぐにも調査に向かえるくら

いの調査部隊を作っておいた方がよいのでは

ないか等、そういうようなことを感じますの

で、これを契機にそうした部隊編成も取り入

れたいと思って、既に着手しているところで

ございます。 

 それともう一つは、やはり防衛庁が省とし

て、政策官庁としてやっていくためには、長

期戦略をきちんと練る必要がございますから、

そういう長期戦略を策定するような、とりあ

えずは「室」で良いと思いますけれども、「室」

を作ってそこでそういうような国の安全の問

題についての長期戦略を策定する戦略室とい

うような組織を作りたいと思っているところ

でございます。そういう形でこれから先、防

衛庁が省になりましたけれども、これはゴー

ルではなくてスタートに立ったのだという気

持ちで取り組んでいこうと思っておりますの

で、色々なご意見、御提言がございましたら、

これから先私たちに寄せて頂けると大変あり

がたいと思っているところでございます。 

 続きまして、最近話題になっている問題の

中から、米軍再編の実施について話をさせて

頂きたいと思います。在日米軍は日米安保条

約に基づいて日本に駐留しているというのは、

米軍が日本にいるということがアジア太平洋

地域にとっては、非常に大きな「重石」にな

っておりまして、私が前回防衛庁長官になり
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ました時も各国を訪れた時に、表座敷では言

いませんが、「第７艦隊はそのまま日本にい

るのでしょうね。」とか「在日米軍がこれか

ら先もずっといるのでしょうね。」というよ

うな話が、色々な会合の時に聞かれました。 

 ということは、米軍が日本にいるというこ

とがアジア太平洋地域の平和と安定にものす

ごく貢献しているなということを、その時に

肌で感じたわけであります。そのとおり、戦

後、確かに朝鮮戦争・ベトナム戦争はござい

ましたが、それ以降はアジア太平洋地域では

戦争らしい戦争は殆どなく、内戦は幾分、独

立運動というような形でアチェなど色々な所

でございましたけれども、とにかく国と国と

の衝突はなかったというのが非常に幸せであ

りまして、そのおかげでアジア太平洋地域は

世界的にも経済がものすごく発展して、今日

の状況、世界的な規模での経済活動の中で、

大きなウエイトを占めるようになっているわ

けで、南米まで含めましてアジア太平洋沿岸

でいきますと世界の冨の７割以上をこのアジ

ア太平洋地域で生み出しているのではないか

と言われる位に経済が発展してきたわけでご

ざいます。そういう意味では、アメリカが日

本に駐留するというのは、やはり必要でござ

いますし、それを基にして日米同盟がありま

すし、世界的にも日米が同一歩調で歩いてき

たというのが、日本にも寄与したわけでござ

いますが、今日それが沖縄を始めとしてある

地域に非常に集中的に存在しているという、

この痛みを和らげておく必要もあるのではな

いかと、どうにか方法はないのかということ

を歴代の政府としては考えてきたところでご

ざいます。 

 アメリカ自身も最近の色々な動きの中から、

国対国のぶつかり合いというのが大部少なく

なってきております、特にヨーロッパ等では

ないわけでございまして、東アジア地域につ

いては若干色々な意味で問題がありますから、

いまだにそういう点では先程言ったようにプ

レゼンスが必要でございますけれども、やは

り見直す必要があるのではないかということ

で、米軍もその機能を残しながら実数を減ら

していくとか、或いは編成を変えていくとい

うことについて、検討を始めたわけでござい

ます。そのようなことから、大野長官、額賀

長官の時に防衛庁としても色々なことでアメ

リカとやり合ってきて参りまして、その辺り

のさぐり合いをやって、例えば沖縄において

は、海兵隊を残しておくことは、何かの時の

抑止力としては必要であるけれども、抑止力

は維持しながらも沖縄に駐留させるのが今の

人数程はいらないのではないかというような

結論の中から、８千人くらいは移動させて良

いと、移動させてもハワイでは遠い、グアム

ならばまあ良いというようなことから、グア

ムへ移動させる。そして、それについては日

本もそれなりに、日本の事情で移るわけだか

ら、日本としても資金的にもバックアップし

ましょうという話で、８千人と家族が９千人、

それだけの移動をしようということで決めた

わけであります。 

 或いはまた、厚木の騒音等の問題もござい

ます。それについては、岩国を始めとする、

そういう所に移すことができないか、やはり

厚木の周辺は住宅が密集している、それより

は今度できた岩国の沖合ですから、騒音もそ

こは影響が少ないということからそこへ移せ

ないかと。或いは横田の空域が全面的に米軍

の管理下に入っているために、日本の民間航

空機が横田の空域を通過していくことができ

ないために、随分遠回りしている。そういう

ことについての緩和ができないかというよう

なことについても話し合いが行われてきたと

ころでございます。 

 或いは沖縄の海兵隊の問題と同時に、嘉手

納での戦闘機の訓練をもう少し本土で分散し

てやってもらうことができないかというよう

な話が出て参りました。そういうことから嘉

手納での訓練を三沢、百里、その他日本の色々

な基地で分散することによって、訓練を受け

てもらえるのならば、沖縄にとっては痛みが

減るということで、この話も再編として進め

たいという話になったわけでございますし、
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アメリカもそれは結構だということになった

わけでございます。 

 前回の防衛庁長官であった時に、１０４号

線という国道を越えての砲弾射撃があったわ

けでございますけれども、それは非常に危な

いということから、実際に事故はありません

でしたけれども、万一のことを考えたり、気

分的にも国道を越えて実弾の演習が行われて

は困るというような話から、本土で行なって

もらいたいという話になりまして、私は臼井

長官の後を受けて、臼井長官の時はなかなか

決着がつきませんでしたけれども、全国各地

反対運動でピケまで張られたこともありまし

たが、お願いをして回って、「１年の内１０

日ですから頼みますよ。」ということで、各

都道府県を回りまして、おかげさまで実現し

たことがございますが、今度も嘉手納の訓練

をまた全国６箇所にお願いして回るような、

そういう状況でございまして、「私もそうい

うような巡り合わせにあるのだな。」と自分

に言い聞かせながら、その辺りをお願いして

いるところでございます。 

 そういう形で米軍再編の問題に今取り組ん

でいるところでございますが、一番の問題は

やはり普天間飛行場の周りは住宅が密集して

おりますから、非常に危険だと。現実に、飛

行場に着陸しようとしたヘリコプターが大学

の構内に落ちたとか、そういうこともありま

したから、やはりこれについてはとにかく早

く返してもらって、代替施設を作るというこ

とで、これは前回の防衛庁長官の時に、橋本

総理とクリントン大統領との間で話がつきま

して、それで色々研究してみたけれども、代

替施設を沖縄で作るとすれば、あの近くでは

キャンプ・シュワブしかないということで、

そこに作ることを決定した経緯がございます。

そして、私がやめた後、閣議決定もなされた

わけですが、残念ながら沖縄県との関係で調

整がつかないまま、その後ずっと１０年間今

日まで至っているわけであります。やはりこ

の問題については、普天間飛行場を返しても

らうには、ヘリコプターが離発着できるよう

な訓練ができる施設がないと、海兵隊として

も困るわけですから、これはどうしてもどこ

かに作らなくてはならない。作るとしてもキ

ャンプ・シュワブしかないということを自他

共に認めているところでございますから、そ

こに一日も早く作ることによって、普天間飛

行場を返還してもらって、危険性を除去しよ

うということで今進んでいるところでござい

ます。 

 ただ、仲井真知事は選挙の最中に「３年間

で普天間飛行場を閉鎖だ。」と話されたと聞

いていますが、選挙が終わってから「３年間

という期限をいうのは相手があることだから、

それを言うのは気が引けた。」という話もし

ておられたし、「閉鎖といっても直ぐ閉鎖と

いうのはなかなか難しいというのも分かるの

で、閉鎖状態とか、要するに危険性を除去し

てもらいたい。」という、そういう思いが非

常に強いのだという話をされておられました

から、これから先、そういう気持ちを大事に

しながらアメリカ当局とも日本国内でもいろ

いろな摺り合わせをしていきたいと思ってい

るところでございますが、一応日本との間で

Ｖ字案でいこうということで、最終的に去年

の５月にロードマップまで作って合意してお

りますから、それを前提として、それを基本

として、話を進めていこうと思っております。

これから先、どういうような調整が必要か、

一日も早く環境アセスをやって、そしてそれ

に基づいて埋め立て承認をとって埋め立てを

進めていくという、そういうようなことをや

ろうとしているところでございます。 

 それで、今度の国会でございますけれども、

私たちはやっぱり、日本がこういう姿勢で米

軍再編の問題をやっていくのだということを

国内外に示す、特にアメリカに対しても示す。

アメリカだけではなくて国内的にも各地方自

治体の皆さん方にも「こういう形で行きま

す。」ということを姿勢として示す必要があ

る。そのためには、やはり法律を作る必要が

ある。法律を作る場合には、沖縄の人には気

の毒なのだから、「それを引き受けてくださ
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いよ。」と言う、ただし引き受ける方は「そ

んなこと言われても、うちの方もそれは気持

ちとしては引き受けてやりたいけれども、地

域住民にとってはマイナスなのだから。」と

いう意見も出てくるわけでございます。 

 丁度、原子力発電の時に「原子力発電をや

らなかったら、日本の電力はもう行き詰まっ

てしまう。火力や水力ではどうしようもない。

原子力がどうしても必要なのだ。」という時

に、やっぱり原子力発電を作る地域にとって

は大変な努力が要るわけでございますから、

そこには交付金をやはりきちんと政府として

は出しました。それと同じようなことをこの

際やるべきではないかということで、米軍再

編に協力してもらう自治体には交付金をきち

んと出すということを政府の方針として、そ

の時その時の予算で措置するというのでなく

て、これは政権が変わろうと変わるまいと法

律で作って、少なくともこれから先の１０年

間は出しますよという、そういう法律を作る

べきではないかというのが一つございます。 

 それと、先ほど言いましたようにグアムへ

移転していきます時に、グアムの移転の経費

については、これは例えば、日本の自衛隊が

将来使う共同演習として使うものとしては日

本の政府としても出せるわけですけれども、

向こうの軍人さん達が住む住宅についてこれ

を即全部そのままこちらで出すと、こちらの

財産になってしまうわけですね。そういうの

が良いかどうかということを考えますと、そ

こは知恵を働かせるべきだと私が総務会長の

時に双方に言いまして、これはやはり今、住

宅手当が米軍にも出るのだから、これは結構

いい値段なのだから金利さえ安ければ、長期

でやればこれは返還可能ではないかというこ

とから、それをいわゆる昔で言えば財投と同

じように国際協力銀行、ＪＢＩＣから出して

やって、そしてそれを長期で住宅手当として

出た分から返してもらう。そういう形にすれ

ば、一時的なお金は出るけれども、返ってく

るお金になるということで、その分でかなり

の部分がカバーできるのではないかと。そう

すると、本当の真水で政府が出す分について

は減ってくるのではないかというようなこと

から、これについて法案を作ろうということ

を考えた。というのは、グアムはいわゆる発

展途上国ではありませんから、今のＪＢＩＣ

の国際協力銀行法では対象にならないわけで

あります。或いは遅れた地域に出て行くとか、

昔の輸銀ならよいのですけれども、今度の場

合は輸銀ではありませんので輸出のための投

資ではございませんから、それを国際協力銀

行の特別業務に加える必要があるということ

で、それは法律事項になりますので、これも

再編の時に合わせてやったらどうかというこ

とで、その法律に盛り込もうとしているわけ

であります。そういう形でこれらをパッケー

ジにして、国会へ出そうとしているところで

あります。 

 それと、皆様方にとって、もう一つ関心があ

るかも知れませんが、それはミサイル防衛につ

いてであります。やはり北朝鮮がノドンという

ミサイル、最近はテポドンまで一生懸命作って

いる様でございますけれども、テポドンは日本

を遙かに超えて、アメリカ本土まで届くよう

なミサイルでありますけれども、ノドンクラ

スについて北朝鮮は既に開発しておるわけで

ございます。こういったミサイルについて、

日本は全く今まで手が出ませんでした。 

 私が防衛庁長官を辞めた後もアメリカへ何

回か行っていまして、アメリカで色々研究が

行われておりましたし、私自身が長官の時に、

このミサイルの防衛についての技術研究につ

いては「日本も合意してくれないか。協力し

てくれないか。」という話をされましたが、

「ガイドラインと周辺事態法がまず先だから、

一歩ずつ行きましょうよ。それが終わってか

ら、次のステップとして技術協力をしましょ

うよ。」という話になりまして。私が辞めた

後、額賀先生の時にこの技術研究に入ったわ

けでございまして、その後、技術研究だけで

はなく開発にも着手致しまして、日米双方で

ミサイル防衛システムについて開発が行われ

たわけであります。 
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 アメリカに行く度にアメリカが行なった実

験の結果をビデオで見せてもらいました。最

初はなかなか失敗も多かったわけでございま

すけれども、段々うまくいって参りまして、

かなりの精度が高まって参りました。 

 このミサイルの防衛というのは、ブースト

段階で攻撃ができれば一番よいのですけれど

も、ブースト段階ではどこに向かっているか

分からないわけでありまして、宇宙に飛び出

したときにその速度と方向によって大体軌道

が決まってくるわけでありまして、それから

先は変わらないわけでございますから、軌道

が決まりますと、ちょうど外野フライを打っ

た時にセンターが走っていって、自分のコン

ピューターで判定しながら、ボールが落ちて

来るところに手を出してボールを掴むのと同

じように、その軌道が決まります。その軌道

めがけて下から撃っていって、それを撃破す

るという、そういうやり方でございます。 

 ただ野球のボールなんかと違って宇宙から

落下してくるスピードはものすごいわけであ

りまして、先般中国が古くなった気象衛星か

何か知りませんけれども、衛星の軌道にめが

けてミサイルを撃って爆破したという記事が

出ておりましたけれども、あれは軌道が決ま

っておりまして、そんなにスピードが速いわ

けではございませんけれども、ミサイルが落

下し始めますと重力でものすごいスピードで

落ちてくるわけでございますから、それに向

かって撃つというのは簡単なようでいてなか

なか難しい点がございます。 

 その時に日本は打ち上げのための推進力と

か、或いはまた色々な部分で協力できないか

ということで求められて、現在やっていると

ころでございまして、大部精度が上がって参

りました。それから、上で打ち落とすことに

失敗した場合には、低空に来たのをどうやっ

て落とすか。最初の段階はＳＭ－３というイ

ージス艦に積んでいるＳＭ－３でそれを撃破

し、それで失敗した分については、比較的近

づいてからでございますけれども、地上に配

備しているＰＡＣ－３で撃破すると。そうい

う双方の確率が高まってくるほど２段階でや

りますから、かなり精度が高くなるわけでご

ざいまして、そういう点ではミサイル防衛が

やっと軌道に乗ってきたわけであります。 

 残念ながら我が国は配備の計画が遅れてお

りましたから、最初は、２２年度までに完備

しようとしておりました。そして、ＰＡＣ－

３については１９年度からと言っていました

が１９年の３月３１日までに、ＳＭ－３につ

いても１９年度末と言っていたのを１９年の

１２月には１発目を配備できるような前倒し

をしていこうということで、現在計画をして

おりまして、できるだけこれから先は予算と

の関係もございますけれども、前倒しできる

ものは前倒ししていこうというようにやって

おります。或いはまた、アメリカが日本の米

軍基地のために自らが配備するものについて

は、例えばこの前は沖縄で嘉手納にＰＡＣ－

３を入れた、或いはまた横須賀にＳＭ－３を

置いたとかいうような報道がされております

けれども、そういう形でアメリカ自身も日本

国内の自分の施設についてはそれを配備する

ことによって、結果としては日本の色々な抑

止力にプラスになるということで、我々とし

ても歓迎しているところでございます。 

 以上、色々なことについて述べさせてもら

いましたけれども、皆様方のご質問の時間も

ございますから、この辺で止めますが、くど

いようですけれども、防衛庁が省になりまし

ても、専守防衛、或いはまた節度ある防衛力

の整備、或いは海外派兵の禁止、非核３原則

等、こういうことについては従来と何ら変わ

りなく取り組んでいこうと思いますので、ど

うかその辺については強調して、各方面にお

伝えしていただければ大変ありがたいと思い

ます。どうもご静聴ありがとうございました。 
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【質疑応答】 

Ｑ：イラクへの自衛隊派遣の問題と、自衛隊

法の改正に伴う海外派遣の恒久法整備の問題、

米軍再編の当面の課題の３点について伺いた

いと思います。 

 まずイラクの問題ですが、今日たまたまブ

ッシュ大統領の年頭教書演説がございまして、

その関連でも是非触れておかなければならな

いテーマだと思うのですが、自衛隊のイラク

派遣は７月いっぱいで今の法律が切れるわけ

です。いやおうなく参議院選挙の通常国会の

中で延長問題自体結論を出さなければいけな

い問題だと思うのですが、聞くところによる

と今のところ「いま、撤退するわけにはいか

ない」と、「１年ぐらい延長しようか」とい

う辺りが、なんとなく水面下では相場観とい

いますか、既成事実化されつつあるように思

うのですけれども、一方アメリカでは、ここ

のところのニュースでも出ておりますように、

共和党の中からも増派反対の決議案を出す動

きが出てくる、世論調査でもブッシュ大統領

の支持率は３３％と過去最低と、増派計画に

対しても国民の３人に２人が反対という中で、

しかもヨーロッパ諸国も、今まで先頭を切っ

ていたブレアさんを始め、各国段々腰が引け

てきている中で、日本はお付き合いせざるを

得ないということを、そう今から簡単に結論

を出してよいのかという気が致します。 

 そういう意味で如何でしょうか。実際法律

でも非戦闘状態でないと派遣できないという

ことですから、これから増派をしていって現

地の戦闘状態が激化すれば、その法律の要件

を満たさなくなる可能性も全くないわけでは

ありませんでして、そのようなことも含めて、

今政府の検討のあり方としては、まず延長あ

りきでもない、つまり場合によってはここで

撤退するという可能性も一方の選択肢として

キープしながら、白紙で改めてこの問題につ

いて考えてみる。そういう議論をするべきで

はいかという気もするのですけれども、その

辺りについての大臣のご所見を伺いたいと思

います。 

Ａ：まず、その前にイラクに自衛隊が行って

おりますのは、よく誤解されるのですが、ア

メリカのイラクへの戦争をあの時政府として

支持した、だからその延長としてイラクに自

衛隊を派遣しているというように捉えている

点が非常に多いのですが、実際はそうではな

くて、あの時国会で議論しました時は、私は

民主党の皆様とも色々議論しながらやりまし

たし、戦争は終わったと、戦争そのものにつ

いての評価は「支持する」といったその当時

の政府もあるし、「反対だ」といった民主党

の皆さんその他もあるだろうけれども、国連

から「イラクの復興に協力してくれ」、或い

は「その後のイラクの平和維持のために活動

している人たちへの物資の輸送等も含めて、

それには協力してくれ」と言われて、「イラ

クに自衛隊を出しましょう」ということで出

したわけです。だから法律もそのような書き

方になっております。 

 ただ、その時にイラクはまだ戦闘状態でな

いかという意見がございました。だから、自

衛隊が行くところは、戦闘があるようなとこ

ろに行ったら巻き込まれてしまうから、戦闘

が行われていないところに自衛隊は行くべき

であるというように、そのような議論の中か

ら南部のサマーワの場合は比較的戦闘がない

けれども復興のために、今までのことでかな

り疲弊しているから、その復興のために民間

人ではなかなか日本として貢献できないから、

行くとすれば日本の自衛隊ではないか、とい

うことで陸上自衛隊が行ったわけです。 

 そして道を直したり、学校を修理したり、

病院を修理したり、色々なことをしながらイ

ラクの国民からも支持されて、地域住民から

も支持されて、終わったものですから引き上

げたわけです。ただ、残って航空自衛隊が、

国連の職員や或いは色々な活動に従事してい

る米軍を始めとする多国籍軍の皆様方の物資、

兵員等、そういうものの輸送をバグダットを

中心として、クウェートからバグダット、或

いは国連が訓練をやっております北のいわゆ

るクルド地区に運ぶ、というようなことを引
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き続きやっているわけです。だから、そうい

う自衛隊がやっているところは戦闘地域でご

ざいませんから、米軍が増派されてもされな

くても、増派されればバグダットの空港自体

も今以上に良くなるのかもしれませんが、い

わゆる戦闘状態というほどの状況ではないと

ころで、現在やっているわけであります。 

 これから先どうなってくるのか。国連自体

がどのような要請を引き続き日本に対して行

うのか。そういうことをよく見ませんと、ア

メリカが増派を決定したから引き続きやると

いう短絡的なものではなくて、日本はイラク

の復興のために何ができるのか、自衛隊でな

いとできないのか、そのようなことを総合的

に判断しながら、最後の結論を出して、必要

なら国会に法律を出して延長すればよいし、

もうよいではないかと、それは他の民間に任

せればよいではないかということであれば、

それでもよいし、その時に判断すればよいの

ではないかと私自身は思っておりますけれど

も、これは内閣として最終判断することにな

りますから、多分、法案を出すにしても防衛

省ではなくて内閣官房で出すことになろうか

と思いますが、まだ時間がございますので、

国連の動き、各国の動き、アメリカの動き、

色々なところをよく見ながら最終判断をする

ことになるのではないかなと思っております。 

Ｑ：今のお話を聞いておりますと必ずしも、

延長しないという選択肢もないわけではない

というニュアンスのように聞こえるのですけ

れども、実はこの問題はブッシュ政権にとっ

ても大きな賭であると同時に、日本がどうい

う決断をするかということによっては、安倍

政権にとっても大変重大な賭になる可能性が

あると思うのです。 

 そのような意味で、大臣として部隊の直接

の最高責任者のお立場から考えて、延長する

には少なくともこういう条件が整っていなけ

れば、簡単には決められないという具体的な

はっきりした基準はあるのでしょうか。 

Ａ：今の法律でも結構イラクの復興に貢献す

る内容になっていますから、私はあまり「こ

ういう条件、条件」と言わなくても、そんな

に難しい話ではないと思うのです。 

 イラクについては意外とヨーロッパのドイ

ツにしてもフランスにしても、他の国は参加

していないのですね。ところがその国はアフ

ガンに兵士を出しているわけです。イラクに

行ってないところのほとんどはアフガンに出

しているわけで、どっちかに出ているわけで

すね。Ｇ８の中で出ていないのは日本ぐらい

のものです。ロシアもアフガンに出ています

から。そういうことを考えますと日本だけが

何もしないでよいのかという、そこのところ

が足並みが揃わないのではないかという気が

致しますので、そのようなことも判断の基準

に一つなってくるのではないかと思います。 

 そうした時に現在行っております航空自衛

隊がやっているのは、他の地上部隊と比べま

すと戦闘とは程遠いわけでございますから、

比較的一番やりやすい分野ではないかと思い

ますので、どうせやるなら今のやり方がよい

のではないかと私自身は思いますけれども、

これも最終的には国連が、或いはまた各国が、

日本としてはむしろそのような輸送よりも、

お金をくれというような言い方になるのか、

何になるのか、そこはよく見極めないと一概

に言えないのではないかと思います。 

Ｑ：次に、防衛省の昇格に伴って自衛隊法が

改正されて、国際貢献活動が本来任務にされ

たと、庁が省になったとことより、むしろこ

ちらに対する懸念が強く寄せられているのは

ないかと思うのですが、今回の予算措置で海

外派遣に向けた態勢が整備、即応態勢を整備

するというお話ですので、一方で海外派遣の

ルール作りの部分で、今議論されています本

来任務化されたことに伴う恒久法の整備とい

うのが、ある意味で出しやすくするための法

整備もすることもできると思うのですが、一

方でこれまで憲法上グレーゾーンと言われる

中でここまでやってきたことに対してもう一
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度きちんとルールを確認し直す、そのような

意味での恒久法作りにもできると思うのです

けれども、そのような意味でのこの議論を全

くしないで、本来任務化だけが一人歩きして

いくということの心配はないのか、安倍さん

自身はこの法制化には前向きなことを言われ

ているのですが、大臣は非常に慎重なことを

言われています。むしろ、歯止めをしっかり

させるという意味で、そのような議論を始め

るようなお考えはないのかどうか。 

Ａ：それは内閣官房を中心に検討が始まって

いると思いますけれども、それは何かという

と、どういう業務を自衛隊にやらせるか、従

来言っているような業務に限定するのか、例

えばゴラン高原でも、日本の場合は、両方が

兵力を引き離しているのが、今度カナダから

インドに変わったわけですけれども、そのイ

ンドの部隊の輸送業務を自衛隊が行なってい

るわけです。そのように非常に限定された形

で業務を行なっていますけれども、もう一歩

踏み込んだ色々な業務をするようにするのか

しないのか、そのような業務の中身をまず詰

めて行かなければなりません。そのようなこ

とについて内閣官房で色々な検討が始まって

いますから、そちらで業務が決まってくると。 

 それに応じて現在までの色々なやり方、武

器の使用も含めてこれでよいのかどうか等、

国会との関係で事前承認にするのか事後承認

にするのか、色々なことが検討されてきて、

そしてそれが恒久法、一般法として法律が作

られれば私はそれでもよいと思うのですが、

なかなか簡単にできないよと。今までやって

きた例をとってみても、テロ特措法でアフガ

ンの関係でインド洋においてやっているとき

も、パキスタンを陸上輸送するのは止めよう

とか、そのようなことの中から非常に限定し

て、インド洋での海上の給油活動に限定した

わけです。或いは空での輸送に限定した。 

 イラク特措法の時は、後の復興ですから、

それほどの問題はなかったけれども、それぞ

れ出て行った背景で、色々な議論がされてい

ますから、そのようなことを全部包含して、

いま私が言ったような内容について整理が簡

単につくのかという問題がありますから、早

急に法律を出して恒久法をと、さもできるか

のように言われても、閣法で出しなさいよ、

早く出しなさいよと言われても、今のような

ことを検討したあげく、出したとしてもやっ

と出せるようなことですから、「そう簡単に

は行きませんよ」ということを言っているの

で、非常に慎重派だと言われていますけど、

慎重というのはそのような意味で、まだ詰め

ることが多いということを言わんとしている

わけであります。 

Ｑ：政府が今まで色々な形でやってきた対応

で、政府の方には縛りがあると、そのような

意味でいうと、例えば議員立法でやった方が

話しは早いと、そのような手もあるというこ

とでしょうか。 

Ａ：この種のものを議員立法でやれというの

は、なかなかそう簡単にはいきません。やは

り議員立法で出すものは、衆議院法制局、参

議院法制局がございますけれども、他とのバ

ランスがあります。それを気にしないで作っ

たとしても、憲法に触れなければ結構ですと

いうことになるわけですけれども、法律とい

うのはバランスがあるわけです。私は非常に

慎重にやるというのは、例えば罰則一つ作っ

ても、この法律に基づく違反の罪は１年でこ

っちは３年でおかしいではないかと批判され

ないようにバランスを考えながらやるけれど

も、議員立法だからということでボンボンと

やってしまうということをすると非常に乱暴

すぎる。だから、議員立法で手掛けた法律で、

例えば連座制の問題等でも、これは気の毒に

と思うようなケースが結構あるわけです。そ

ういう話をしますと、これは法務省或いは総

務省が作ったのではなくて議員立法でやった

のですから、変えるなら議員立法です。おか

しい所は変えなければだめですよというよう

な話に直ぐなってしまうわけです。だから、

そういう点では議員立法でやるというのは、

私は慎重であるべきだと思っております。 
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Ｑ：米軍再編関係で普天間基地の移転問題で

すけれども、大臣もお触れになられましたが、

知事選挙が済んだら少し話が進み出すのかと

思ったら、なかなか今は入口の所で議論が壁

に突き当たっているようですけれども、先般、

高市沖縄担当大臣は、地元の要望も入れて日

米合意案に多少手直ししてもよいのではない

かという発言をされて、それが波紋を広げた

りしております。 

 久間大臣ご自身も、例えば環境アセスをやっ

た上で、もし合理的な理由があれば聞く耳をも

ってもよいのではないかというようなことを

仰たこともございました。あまり修正に対する

地元の期待を膨らませると、いつまで経っても

話がまとまらずに地元も腹を決められないよ

うなところもあると思うのですが、そうこうし

ている内にアメリカの戦略も変わってくると

この問題の解決のタイミングを失ってしまう

心配もあると思います。やはり日米の合意に基

づく政府案をベースにやっていくのだという

ことで、ある程度期限を切って結論を急いだ方

がよいのではないかという声もあると思うの

ですが、その辺はどうお考えなのでしょうか. 

Ａ：それは沖縄の方達と話しておりましても、

やはり早くしなければ普天間は帰ってこない

ということについては、この１０年間の空白に

ついての反省があって非常にそれは積極的で

すから、そういうことはないと思います。時間

がない時間がないと言いますけれども、５月、

６月くらいにいわゆる調査に入ればよいわけ

ですから、少し時間があるわけで、とにかく仲

井真知事が就任されましたのは１２月になっ

てからで、１ヶ月ようやく経たれたばかりであ

りますから、今ここで期日を決めてという言い

方もどうかと思いますけれども、そう言わなく

てもこの前の会議の中で、「私たちも早くやら

ないといけない、そう思っているのです。」と

言っておられたから、自ずと透けて見えてきて

いると私は思っております。だから、あまり

色々なことを言わずに、透けて見えるところで

皆の意見が一致すればよいわけですから、そ

の辺は乞う御期待というところですかね。 

Ｑ：今日のブッシュ大統領の一般教書演説で非

常に珍しい場面があって、大体スタンディン

グ・オベーションという満場一致で立ち上がる

シーンで、イラクの新政策について発言したと

ころは半分ぐらいが立ち上がらず、拍手もしな

かったという、非常に大きな変化があったので

すが、先程、７月に期限が切れるイラク特措法

については、要するにイラク戦争支持とは違っ

て復興支援という別の文脈だというようなお

話がありましたけれども、一般的な常識からす

ると小泉総理のイラク戦争支持の延長線上に

イラク復興支援という形で自衛隊を送ったと

いうことで国民の理解が得られているという

ふうに認識できると思うのです。 

 久間氏自身については、イラク戦争支持の

政府の方針についてはいろいろ率直なご発言

をこれまでなさっているのですが、アメリカ

のこういう急激な空気の変化を受けて、現時

点でもアメリカが行なったイラク戦争という

のは、ある種の大義に則った戦争であるとお

考えなのでしょうか。 

Ａ：私は、あの当時は政府の一員ではありま

せんでした。党で役員をしておりましたけれ

ども比較的言える立場にありましたから、今

の日本が置かれた状況からいくと反対はでき

ないかもしれないけれど、せめてアメリカが

戦争を踏み切るのについては、理解はすると

いう位が一番良いところではないのかなとい

う発言を、あの時各紙にも、いろんな場でも

私はしました。だから、今でもそういう心境

に変わりはありません。 

 というのは、やはり大量破壊兵器、特に、

さも核兵器を持っているかのような言い方を

して戦争に入っていったわけであります。そ

してまた、イラク特措法を作る時も核兵器の

処理というものまでも業務の中に入っていた

わけです。総務会でさすがにそれはおかしい

という話になって、私から福田官房長官に電

話をして、「こういう条項が入っている以上

は総務会では通さないと皆言っていますよ」

と。野呂田さん、野中さん達が強くそう言わ

れました。私もそう思いました。そんなもの
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があるという前提に立って法律を作ろうとし

て、それはおかしいということで、それを外

すことにしてもらい、最終的には外しました。

終って、大量破壊兵器、特に核兵器はなかっ

たということになりましたから、法律に核兵

器の処理が入っていたら格好悪かっただろう

なと私は思いましたので、その時の判断は、

私自身は間違っていなかったと今でも言える

と思います。 

 だから、そういう核兵器がさもあるかのよ

うな状況でブッシュさんは踏み切ったのだろ

うと思うのですけれども、私は一つはその判

断が間違っていたのではないかなと思います。

それともう一つは後の処理について、戦争が

終った後、アメリカの皆さん方に私は言った

ことがあるのですけれども、日本でうまくい

ったから、それがうまくいくと思ったら、ち

ょっと違うのではないでしょうかと。 

 日本の場合は、確かに天皇制を残したから

うまくいったけれども、イラクの場合はフセ

インというのが力で抑えていて、３派のクル

ドとシーアとスンニ派の対立を力で抑えてい

たのをどうやって後に処理するのか、処方箋

がないまま、戦争は２、３ヶ月で勝ちますよ

と、しかし、勝った後どうなるのか、大変に

なりますよと言ったことを今でも覚えていま

すけれども、私はその後の経過を見ていて、

やはりそうだったなと今でも思いますね。 

Ｑ：前回の「２＋２」会議で台湾海峡の問題

を平和的な解決を日米共同目標と決定しまし

たが、その目標に向かってどう進めるお考え

でしょうか。そして、最近、中国では衛星破

壊など両岸の軍事力のバランスが崩れる恐れ

があるというような見方がたくさん出ている

のですが、大臣のご意見、ご見解を伺います。 

Ａ：私たちは、やはり台湾、中国両岸の当事

者が平和的に解決してもらうというのが一番

良いことでございまして、その方向に行って

いれば何も言うことはございません。今の状

況を見ていますと、両方とも非常に経済発展

しているものですから、むしろ過ぎていると

感じるくらい交流が深くなっているような気

がしております。ですから私は、そういう点

では危惧しておりません。 

 中国にとって一番嫌なのは台湾が独立運動

に走る、そうすると台湾だけでなくて他の地

域も影響してくる。そういうことは非常に危

惧しておりまして、台湾に独立運動の動きが

あった時には大変険しく対抗しましたが、そ

の動きが消えてからは、案外中国自体も変に

マイナスになるよりは平和的にスムースにい

った方が良いというようなことで交流を始め

たようでございまして、私は中国では上海の

汪道涵さんと非常に親しかったので生前中は

上海に行く度にお会いしておりました。そう

いうような方針等も聞いておりましたから、

その路線がずっと維持されるならば、私は良

い方向に向かうのではないかなと思っており

ます。 

Ｑ：中国が中距離弾道ミサイルで人工衛星を

打ち落とした実験を行いましたが、その意図

はどのようなものとお考えですか。 

Ａ：それは相手の意図ですから分かりません

が、あのように静止衛星と言いますか、周っ

ている衛星については撃ち落せるぞというよ

うなことを実証したという、その技術力は事

実として認識しないといけないのではないで

しょうか。 

Ｑ：中国の話題が出たのですが、日本と中国

の防衛交流を今後拡大していこうということ

で、今取り組まれていると思うのですが、中

国はこういった衛星破壊とか軍拡路線に走る

中で日本が中国と防衛交流を進めることの意

味というのはどういったところにあると思っ

ていらっしゃいますか。 

Ａ：いろんな技術的な進歩をやることを、敵

対行為として見るのか、技術水準がそこまで

上がってきたなと見るのか、見方にもよるの

かもしれませんけれども、防衛交流というの

はお互いの手の内をある程度見せ合うことに

よって猜疑心を深めないということでは良い
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ことだと思っております。かつて私が防衛庁

長官になりました時に私も向こうに行きまし

たけれども、向こうからも遅浩田国防部長に

日本に来てもらいました。 

 その時に遅浩田さんが私たちの案内で日本

の自衛隊の施設、部隊をずっと見て、終わっ

て帰る時に私に言ったのは、「日本が専守防

衛に徹している、また、専守防衛の力は良い

線をいっている、強いというのを私たちは分

かった。戦前の軍隊とは全く違うのだという

ことを認識した。しかしながら、やはり抗日

戦線で戦った仲間がたくさんいる。そういう

人達に今の私と同じように理解しろと言って

も、これはなかなか難しい、時間が掛かるね。」

というふうに仰いました。だから、私はその

言葉を聞きながら、これはお世辞ではなく本

心で日本が平和を求めてやっている、専守防

衛に一生懸命徹して装備その他も充実を図ろ

うとしているということについては理解した

のだろうと思います。そういう点では、防衛

交流は決して私はマイナスではないと思って

おりまして、今までも小泉内閣当時にトップ

同士の交流がなかった時でも、ずっと佐官ク

ラスの交流は続けておりました。 

 これは橋本総理始め、色々な方々の努力に

よって続いてきておりましたし、先般、章沁

生副参謀総長がみえた時も、色々な会話の中

で、いわゆる将官の連中だけでなくて、「若

い制服組の交流があったら良いですね。これ

から先の２１世紀は、私たちの時代よりもも

っと若い連中の時代になるのだから、そうい

う連中がお互いを理解し合うということは非

常に良いことですね。」と言われましたので、

私もそのとおりだと思いました。だから、防

衛交流は、過去に敵対関係であった国であれ

ばあるほど、進めることが私は大事ではない

かなと思っております。 

Ｑ：２つ質問させていただきたいのですが、

１つは安保・防衛論です。官邸は日本版ＮＳ

Ｃを作る等、官邸主導にしたいと思っていま

すけれども、現実問題としては、先般の船舶

検査の問題、ここ最近では普天間基地の移設

の問題等、どうも官邸の方がイケイケドンド

ンで、防衛省が抑えるみたいな形で、ちょっ

とチグハグが目立つような気がします。この

辺をどう考えていらっしゃるのかというのが

１つ。それともう１つは参議院選挙なのです

けれども、参議院選挙の争点として、安倍さ

んは憲法改正というのを挙げていらっしゃい

ます。以前にもその憲法改正の中心は９条の

問題だということも言明なさっています。こ

の辺について防衛大臣としてどうお考えか、

また一政治家としてどうお考えか、この２つ

の点についてお伺いしたいと思います。 

Ａ：まずＮＳＣですけれども、これは私はや

はり、官邸の機能を強化することは非常に良

いことだと思います。各省がバラバラにやっ

ておりますと自分の省の判断が、あたかも１

００点満点だということになりがちでござい

ますから、そういうのを官邸として１つにま

とめていく、それが大事だろうと思っており

ます。先般の周辺事態、船舶検査の話がござ

いましたけれども、決してマスコミ等で書か

れた程のことではございませんで、あれも別

に官邸がイケイケドンドンだったと私は思っ

ていません。 

 いずれにしましても官邸の機能が強化され

れば、私達のいろんな情報もまた正確に伝わる

わけでありますから、そういう点ではこれから

先、機能強化は図っていきたいと私自身も思っ

ています。ただ、要はやはり人なのです。いろ

んな情報が入ってきて、とりまとめをする時の

人の能力によって、１０を１０に分かる人と、

５しか分からない人では捉え方が違うわけで

すから、そこは非常に難しい点がございます。

だから、単なるそれを一個人にするのではな

くて、官邸機能強化を図る時にもどういう形

で能力が発揮できるようにするのか、そこの

ところが必要と思いますから、事務局も含め

てこれから先の議論を見守りたいと思います

し、適宜に私達の意見も言っていきたいと思

っておりますが、機能強化をしていくことに

ついては、私は良いことだと思っております。 
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 それから二つ目の憲法改正については、我

が党としては憲法改正をやりますということ

で、憲法草案まで作っておるわけですから、

そのとおり行くか行かないかは別として、一

つの案を掲げて選挙でも、もう党大会でも決

めて草案まで出しているわけですから、それ

をかざしながら皆さんに賛同してもらうよう

に訴えていく、選挙はＰＲする一番良い機会だ

と思います。そのとおりになるかならないかは

これから先、他の各党も入れながら憲法９条に

ついては、国会の３分の２の発議がなければい

けないわけですので、３分の２まで取られるよ

うになるまで、なるかならないかも含めてこれ

はやっていきたいと思っております。 

Ｑ：初歩的な質問で恐縮ですが、米軍再編の

関連で陸軍の第１軍団司令部が、ワシントン

州から座間に移転することが合意されている

のですが、この部隊はどういう部隊なのか、

どういう規模なのか、それからアメリカにと

って日本にもってくるメリットは何なのか、

日本にとってメリットは何なのか。自衛隊は

どういうふうに協力していくのか、その辺り

を聞かせて下さい。 

Ａ：ご承知のとおり、これまで日本におりま

した米陸軍というのは、いわゆる後方支援部

隊だけだったのです。いわゆるヘッドになる

部隊がなかったのですけれども、米国自体が

陸軍の部隊については第一線の戦闘部隊を含

めながら、いろんな旅団をどこに置いておく

というよりも、こっちの部隊をこっちに使う

等、総合的に使いたいというようなことから、

第１軍団の司令部を日本に置いておこうと。 

 必要に応じて旅団編成をするという形でや

っていこうとする中での司令部機能を持って

こようというわけですから、今まで日本にい

るのは後方支援部隊が１３００人か１８００人

か数字は忘れましたけれども、それ位であっ

たのに比べて、今度来るのは６００人位なので

す。一部隊が来るのは最低それ位なのですけ

れども、頭脳集団というか司令部機能だとい

うことでございまして、闘う集団としての旅

団は全世界に色々散っているという認識を私

自身はしております。アメリカは、陸軍の部

隊運用について、かなり違った使い方をこれ

から先はしようとしているのだなと、そうい

う中で第１軍団については日本に置いておく

というようなことをしようとしている様です。

だから、それは陸上自衛隊と連携が図れるよ

うに、座間に来れば第１軍団の司令部と陸上

自衛隊との意思疎通が非常にしやすいわけで

すから、米軍の色んな動き等についても、直

ぐキャッチできるのではないかなと思ってお

ります。それ自体は非常に良いことではない

かと思っております。 

Ｑ：秘密保全のあり方について、今後どうい

う段取りで進められるのでしょうか。マスコ

ミの報道が制限されたり、かつて廃案になっ

た法案のようなことがあるのか。或いはもっ

と日米同盟を強化することでメリットがある

のか、その辺のお考えをお聞かせ下さい。そ

れともう１点、日本の防衛産業は大変厳しい

環境にあるわけですけれども、これをどうい

うふうに今後大臣としてはお考えになってい

るのでしょうか。 

Ａ：まず第１点の秘密の保持と言いますか、

これについてはこれから緊密に連携を深めて

いけばいくほど、守るべきことは守らなけれ

ばいけません。そういう点では防衛省から出

された色んな機密情報というか、防衛省から

発注されたり、或いは米軍から防衛省を経由

して産業界にいった内容等については、防衛

秘密として守られるわけです。罰則等も強化

されておりますから。 

 ところが、アメリカの防衛産業と日本の防衛

産業とが本当に連携していろんなことをやろ

うとすると、民間同士で取り組んだ場合にもた

らされる機密情報についても確保されなけれ

ばなりません。だから、そういう点については

どういう形で、契約で守られるのか、それとも

日本の企業を推薦する日本政府がどう担保す

るのかというような、そういう問題がござい

ます。いずれにしてもアメリカは各国といわゆ
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るＧＳＯＭＩＡというのを一般協定として結ん

でおりますから、そのＧＳＯＭＩＡを結ぶこと

によって、各国は国内法でできる範囲内でや

っております。日本とアメリカがＧＳＯＭＩＡ

を結んだとしても、日本の現在の国内法で対

応することになろうかと思います。それでも

今までよりは、とにかくしっかり機密を守ろ

うよということを徹底することでかなり守ら

れると思いますので、取り敢えずはそれでい

きますけれども、その後、防衛秘密と言われ

ている内容もかけていく必要があるのかどう

かは、これから先の運用をみてから決めれば

よいことではないかなと思っております。 

 いずれにしても、秘密保全というのは大事

なことであります。最初に質問された時に、

そういう意図で言われているのか、或いは最

近の部内の隊員がパソコンで、破棄していた

と思っていたものが残っていて、それがウィ

ニー等で抜けていった保全の方の話なのかと

考えたのですけれども、多分、先に言った内

容だろうと思ってお答えしました。同時に今

言ったように、隊員が意図しないでも蓄積し

ていたデータファイルを家に持って帰って、

繋いだら抜かれてしまったという流失があり

まして困ったものだと思っておりますが、こ

れは２７万人のパソコンを一々覗くわけには

いかないので皆に盛んに注意喚起をしており

ますし、私物については持ち込ませないとい

うことまでやって、現在、保全を図ろうとし

ているところであります。 

 防衛産業は、なかなか厳しい状況にあるのも

事実であります。というのは、どうしても日本

の場合は買い手が自衛隊だけですから、武器輸

出で縛られてしまっていますから、まず開発が

できないのです。開発に膨大な金が掛かって、

アメリカだったらそれを全世界に売っていき

ますから単価を安く全世界に売ることができ

ますけれども、日本の場合は開発をしても、そ

の分を買ってくれるのは自衛隊だけですから、

自衛隊はそんな高いものを買うよりはアメリ

カ、或いはヨーロッパから買った方が良いと

いうことになります。 

 日本で開発すれば、日本の頭脳からいった

らもっと良いものができるのになと思うのが、

開発できずに眠ってしまっているという実態

はもったいないと思うのです。しかしながら、

なかなかこの武器輸出三原則というのは従来

からとってきている制度でございますだけに、

ミサイル防衛技術については一応、枠は外れ

ましたけれども。これは武器といっても武器

とは言えないというような分野に限って広げ

ていくとか、皆で何か良い知恵を出しながら、

そこまで縛ったのでは研究開発に係るものは

できないという対応が一つ。もう一つは、外

国、アメリカとヨーロッパが一緒になって共

同研究するようなものには日本も一緒になっ

て共同研究に参加して、それについては少な

くとも世界共通の武器技術だというようなこ

とで許して良いのではないかなという思いを

私個人としては思っておりますけれども、政

府としては武器輸出三原則をシビアにまだ守

っておりまして、個別の案件については官房

長官談話にもあるように、経産大臣の個別の

審査でやるというような仕方になって、なか

なか入口が入り難いという現況であります。 

 

防衛庁ＨＰから転載 

 

 


